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⚫ カーボンニュートラルとは、「温室効果ガス(GHG)の排出を全体としてゼロにする」こと。

– 「排出を全体としてゼロにする」とは、排出量から吸収量を差し引いた、合計がゼロと
なる（ため、いわゆるネットゼロ、実質ゼロと同じ）

– 「温室効果ガス」の対象は、ＣＯ₂だけでなく、メタンなど全ての温室効果ガス。

（出所）GIO「日本の温室効果ガス排出量データ」より作成
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⚫ 2050年カーボンニュートラルや2030年度46％削減の実現を目指す中で、将来にわたって安定
的で安価なエネルギー供給を確保し、更なる経済成長につなげるため、「点」ではなく「線」で実
現可能なパスを描く。

2030 2050

カーボンニュートラルの度合い

足下

46%削減

カーボンニュートラル

グリーン成長戦略
• 成長が期待される14分野
• 革新的イノベーションによるカーボンニュートラ

ルの実現

長期戦略
• パリ協定の規定に基づく長期低排出発展

戦略として策定
• 2050年CNに向けた分野別長期的ビジョン

エネルギー基本計画
• エネルギーミックス
• 供給サイド重視のエネルギー政策
• 目標まで10年以下であり、既存技術の活

用の必要性等を提示

地球温暖化対策計画
• 新たな2030年度温室効果ガス削減目標
• 2030年度目標の裏付けとなる対策・施策

クリーンエネルギー戦略
• 脱炭素を見据え、将来にわたって安定的で安価なエネルギー供給を確保
• 供給サイドに加えて、産業など需要サイドの各分野でのエネルギー転換の

方策を整理

クリーンエネルギー戦略の位置づけ
2022年5月13日

クリーンエネルギー戦略検討合同会議資料から抜粋
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2030年度におけるエネルギー需給の見通しのポイント

⚫ 今回の見通しは、2030年度の新たな削減目標を踏まえ、徹底した省エネルギーや非化石エネルギーの拡大を進める上での
需給両面における様々な課題の克服を野心的に想定した場合に、どのようなエネルギー需給の見通しとなるかを示すもの。

⚫ 今回の野心的な見通しに向けた施策の実施に当たっては、安定供給に支障が出ることのないよう、施策の強度、実施のタ
イミングなどは十分考慮する必要。（例えば、非化石電源が十分に導入される前の段階で、直ちに化石電源の抑制策を
講じることになれば、電力の安定供給に支障が生じかねない。）

（2019年 ⇒ 旧ミックス）
2030年度ミックス
（野心的な見通し）

省エネ （1,655万kl ⇒ 5,030万kl） 6,200万kl

最終エネルギー消費（省エネ前） （35,000万kl ⇒ 37,700万kl） 35,000万kl

電源構成

発電電力量：
10,650億kWh

⇒
約9,340

億kWh程度

再エネ （18% ⇒ 22~24%） 36～38％※

水素・アンモニア （ 0% ⇒ 0%） 1％

原子力 （ 6% ⇒ 20~22%） 20～22％

LNG （37% ⇒ 27%） 20％

石炭 （32% ⇒ 26%） 19％

石油等 （ 7% ⇒ 3%） 2％

（ ＋ 非エネルギー起源ガス・吸収源 ）

温室効果ガス削減割合 （ 14% ⇒ 26%） 46％
更に50%の高みを目指す

太陽光 14～16％

風力 5％

地熱 1％

水力 11％

バイオマス 5％

太陽光 6.7% ⇒ 7.0%

風力 0.7% ⇒ 1.7％

地熱 0.3% ⇒ 1.0~1.1％

水力 7.8% ⇒ 8.8~9.2％

バイオマス 2.6% ⇒3.7~4.6％

※現在取り組んでいる再生可能エネルギーの研究開発の
成果の活用・実装が進んだ場合には、38％以上の高み
を目指す。

（再エネの内訳）

第6次エネルギー基本計画
令和3年10月22日閣議決定
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グリーン成長戦略（概要） （令和3年6月18日策定）

• グリーンイノベーション基金（２兆円の基金）
• 経営者のコミットを求める仕掛け
• 特に重要なプロジェクトに対する重点的投資

政策を総動員し、イノベーションに向けた、企業の前向きな挑戦を全力で後押し。

⚫ 温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、「成長の機会」と捉える時代に突入している。

⚫ 実際に、研究開発方針や経営方針の転換など、「ゲームチェンジ」が始まっている。
この流れを加速すべく、グリーン成長戦略を推進する。

⚫ 「イノベーション」を実現し、革新的技術を「社会実装」する。
これを通じ、2050年カーボンニュートラルだけでなく、CO2排出削減にとどまらない「国民生活のメリット」も実現する。

予算 税制 金融 規制改革・標準化

国際連携

1 ２

洋上風力・
太陽光・地熱

３ ４

５

水素・
燃料アンモニア

次世代
熱エネルギー

原子力 自動車・
蓄電池

半導体・
情報通信

船舶

食料・
農林水産業

航空機 カーボンリサイ
クル・マテリアル

資源循環関連物流・人流・
土木インフラ

2 3 4

住宅・建築物・
次世代電力
マネジメント

6 7

8 9 10 14

1 5

ライフスタイル
関連

12 1311

• カーボンニュートラル投資促進税制
（最大10％の税額控除・50％の特別償却）

• 多排出産業向け分野別ロードマップ
• TCFD等に基づく開示の質と量の充実
• グリーン国際金融センターの実現

• 新技術に対応する規制改革
• 市場形成を見据えた標準化
• 成長に資するカーボンプライシング

• 日米・日EUとの技術協力
• アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ
• 東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク

大学における取組の推進等 2025年日本国際博覧会 若手ワーキンググループ６ ７ ８

• 大学等における人材育成
• カーボンニュートラルに関する分析手法や統計

• 革新的イノベーション技術の実証の場
（未来社会の実験場）

• 2050年時点での現役世代からの提言

2050年に向けて成長が期待される、14の重点分野を選定。
・ 高い目標を掲げ、技術のフェーズに応じて、実行計画を着実に実施し、国際競争力を強化。 ・ 2050年の経済効果は約290兆円、雇用効果は約1,800万人と試算。

• 2040年、3,000~ 4,500
万kWの案件形成【洋上風力】

• 2030年、次世代型で14
円/kWhを視野【太陽光】

• 2050年、2,000万トン
程度の導入【水素】

• 東南アジアの5,000億
円市場【燃料アンモニア】

• 2050年、既存インフラ
に合成メタンを90％
注入

• 2035年、乗用車の
新車販売で電動車
100％

• 2040年、半導体・
情報通信産業の
カーボンニュートラル化

• 2030年、高温ガス炉の
カーボンフリー水素製造
技術を確立

• 2028年よりも前倒しで
ゼロエミッション船の商業
運航実現

• 2050年、カーボンニュー
トラルポートによる港湾
や、建設施工等におけ
る脱炭素化を実現

• 2050年、農林水産業
における化石燃料起源
のCO2ゼロエミッション化
を実現

• 2030年以降、電池
などのコア技術を、
段階的に技術搭載

• 2050年、人工光合成
プラを既製品並み【CR】

• ゼロカーボンスチールを実
現【マテリアル】

• 2030年、新築住宅・
建築物の平均でZEH・
ZEB【住宅・建築物】

• 2030年、バイオマス
プラスチックを約200万ト
ン導入

• 2050年、カーボンニュー
トラル、かつレジリエントで
快適なくらし
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水素エネルギーを活用した社会「水素社会」

⚫ 水素を製造し、貯蔵し、運搬し、エネルギーとして利用する社会の構築を目指す。
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カーボンニュートラルまでの水素分野のロードマップ（水素の供給／需要の拡大の道筋）

730円/Nm3 20円/Nm3以下

コスト：長期的には化石燃料と同等程度の水準を実現

現在：100円/Nm3



⚫中小ものづくり企業の水素産業参入に対する意識を醸成するため普及啓発活動を行う。
⚫中小ものづくり企業が川下企業のニーズを把握できる場を提供し、水素関連産業への新規参入を促
進するためのマッチングイベントを開催する。

⚫ マッチングに際し、ニーズに対応した中小ものづくり企業の発掘や技術指導等を行う専門家派遣等を
実施する自治体・支援機関・アカデミアと連携した支援体制を構築する。

１．事業の概要

◼ 関西水素産業大手のニーズを共有するマッチングイベントの開催や自治体・支援機関等との
連携構築を進め、水素産業のビジネス化を目指し、中小ものづくり企業の新規参入を図る。

２．主な取組内容

⚫ 水素ビジネスの新規参入
のため中小ものづくり企業
向けに、関西における水
素エネルギーを取り巻く現
状や利活用事例等をまと
めた「KANSAI 水素の
入門書」を作成。

水素ビジネス新規参入促進支援

⚫ 中堅・中小企業、スタートアップ等を対象に、
水素産業ニーズ・ウォンツ発表会を開催。

・第1回（令和4年6月29日）
発表企業：岩谷産業（株）、川崎重工業（株）

・第2回（令和4年10月3日）
発表企業：（株）神戸製鋼所、日立造船（株） 、

川崎重工業（株）

・第3回（令和5年2月21日予定）

発表企業：三菱重工業（株）、（株）神戸製鋼
所、川崎重工業（株） 8
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⚫ 企業は周囲の様々なステークホルダーから、脱炭素に向けた取り組みの圧力を受けている。
⚫ こうした世界的な脱炭素の大きな流れはロシアによるウクライナ侵略後も変わらない見通し。

企業

企業を取りまく脱炭素の圧力

サプライチェー
ン上の企業金融機関

株主 消費者

労働者

金融市場 財市場

労働市場
*まだ顕在化度合は
低いと考えられる

GFANZ
2050年CNを実
現の加速を目指す
民間金融機関の
連盟（NZBAや
他の金融機関連
合を束ねる）

責任投資原則
PRI
機関投資家の投資
意思決定プロセスに
ESGの視点を反映さ
せるべく、国連のイニ
シアティブで策定され
たガイドライン

NZBA
2050年CNを実現
するための具体的
な道筋や進捗を定
期的に公表すること
を約束する銀行の
連合

政府

投資・融資・株主提案
による事業活動の制限

製品の仕様を規定
脱炭素価値の顕在化

規制・支援による
事業活動の制限・誘導

脱炭素な事業活動
が新たな企業選択軸

RE100
事業運営を100％
再生可能エネル
ギー電力で調達す
ることを目標に掲げ
るイニシアチブ
世界で356の企業、
日本は米国に次ぐ
66の企業が参加
（2022年3月17日時
点）

労働市場におけるキャリア観の変化
企業の脱炭素対応を就職の軸にする傾向が一部顕在化

消費者の環境
意識の高まり
SDGsに象徴される
サステナビリティへの
関心の高まり

等 等

等

（注）企業への圧力、および各市場等に影響を及ぼす要素は上に記載のものに限らない点に留意

企業を取り巻く脱炭素の環境
2022年5月13日

クリーンエネルギー戦略検討合同会議資料から抜粋
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中小企業におけるカーボンニュートラル対応の重要性
2022年7月29日

中小企業のカーボンニュートラルに向けた支援機関ネット
ワーク会議資料から抜粋
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中小企業によるカーボンニュートラル対応の現状
2022年7月29日

中小企業のカーボンニュートラルに向けた支援機関ネット
ワーク会議資料から抜粋
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（１）省エネによるコスト削減

➢ 計画的・効果的な投資やプロセス改善により、エネルギーコストを削減。

➢ ただし、知見・ノウハウや人材が不足しているほか、初期投資の高い設備投資は財務基盤の脆弱性
故に進みにくい。

➢ エネルギー使用量を把握して削減ポテンシャルを検証することなどを通じて、一層の省エネ・省CO2に
取り組むことが重要。

（２）資金調達手段の獲得

➢ 金融機関がESG投資を推進しているため、温暖化対策の状況を加味した融資条件の優遇等を受け
られる機会が拡大（サステナビリティ・リンク・ローン、トランジション・ファイナンス等）

（３）製品や企業の競争力向上

➢ 取引先企業から選好されやすくなり、既存の取引先との強固な関係性の構築のみならず、新規の取
引先開拓にもつながり得る。

➢ 製品単位の排出量見える化が進めば、製品の差別化を行うことができる。

➢ ＣＮに向けた取組の価値を広く浸透させるためには、例えば、製品の排出量等の表示ルールの策定
など、官民による「仕組み作り」が必要。

⚫ 中小企業がカーボンニュートラル（CN）に取り組むことは、省エネによるコスト削減、資金調達手
段の獲得、製品や企業の競争力向上の点において経営力強化にもつながり得る。

⚫ また、設備投資に伴う排出削減量をクレジット化して売却すれば、投資コストを低減できる。（但
し、クレジット化して売却すると、自らの削減とは主張できなくなることに留意が必要。）

中小企業がカーボンニュートラルに向けて取り組むメリット 2022年5月13日
クリーンエネルギー戦略検討合同会議資料から抜粋
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（１）温室効果ガス排出量の「見える化」の促進

➢ 全ての希望する中小企業が、温室効果ガス排出量を簡易に算定し、削減取組も含めて公表できるよう、ノ
ウハウの提供や国の電子報告システムの整備を行う。また、IoTの活用や専門家による分析・提案も通じて、
省エネ・省CO2の余地に係る検討を促す。

（２）カーボンニュートラルに向けた設備投資等の促進

➢ 省エネ・省CO2効果が期待できる場合、再エネ設備の導入や高効率な生産設備への入替えなどにより省エ
ネ・省CO2を促すとともに、それを契機としたコスト削減、生産性向上を促していく。

（３）支援機関からの「プッシュ型」の働きかけ

➢ （１）（２）の施策を展開するにあたり、地域の金融機関や中小企業団体等の支援機関によるCNアク
ションプランの策定を慫慂するとともに、支援人材の育成を行うことなどにより、相談を待つのではなく「プッシュ
型」で支援施策を紹介してもらうなど働きかけを行ってもらえるよう、支援体制の強化を図る。

（４）グリーン製品市場の創出 ※対象は中小企業に限定されない

➢ 製品の排出量等の表示ルールの策定やグリーン製品の調達等を官民で推進することにより、グリーン製品が
選定されるような市場を創出していく。また、例えば、適正な価格転嫁を行いつつサプライチェーン全体で「見
える化」・排出削減を行うことで、当該製品の競争力強化、当該サプライチェーンの強靱化を図るような取組
を後押ししていく。

➢ 今後、取引先企業から組織や製品単位のCO2排出量を求められるであろうことに鑑み、脱炭素経営の取
組を中小企業を含む企業の実務に落とし込み、グリーン製品や脱炭素経営が評価され、投融資や事業機
会の拡大、ひいては地域の脱炭素化・ライフスタイル転換に繋がるよう、必要な環境整備を行う。

⚫ 各中小企業の排出量や排出削減の取組の状況に応じて、排出量の見える化、設備投資促進、
支援機関からの「プッシュ型」の働きかけ、市場創出等の施策で後押ししていく。

中小企業のカーボンニュートラル施策の方向性 2022年5月13日
クリーンエネルギー戦略検討合同会議資料から抜粋
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中小企業支援機関によるカーボンニュートラルアクションプラン
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カーボンニュートラルアクションプランの登録状況
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⚫ 近畿経済産業局では、近畿地方環境事務所と連携し、カーボンニュートラルに資する取
組イメージを分かりやすく伝える広報ツールとしてリーフレット 「事業者のみなさまへ カーボ
ンニュートラルって何なん？～はじめの一歩～」を作成。

⚫ カーボンニュートラル達成に向けた取組をステップに分けてご紹介。

企業のカーボンニュートラル促進に向けた取組

ダウンロード先URL：https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/cn/pr.html
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３

STEP①

●カーボンニュートラルとは、温室効果ガス※１の排出を全体としてゼロにすることを意味します。

●地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、日本では 「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」ことを宣言しています。

●毎月のエネルギー使用量（燃料や電気）と、それぞれに設定された排出係数※2をかけ合わせることで、

自社のCO2排出量を計算することができます。

世界的な流れを受けてESG投資※3が拡大

サプライチェーン全体でのカーボンニュートラル達成を目指す動きが大企業を中心に増加、取引先企業にも影響

中小企業にもカーボンニュートラルの取組が求められる時代に！

自治体や商工会議所等の団体が実施している省エネ診断等を積極的に活用

毎月のエネルギー使用量が把握できれば、算定ツールを活用してすぐに計算可能

自社のエネルギー使用量を正しく把握することで、CO2削減方法が見えてくる！

CO2を削減すると経営面からも様々なメリットが得られる

カーボンニュートラルの取組を推進することで、新たなビ
ジネスチャンスに繋げよう！

CO2排出量の削減に向けては、多種多様な取組の中から自社にあったもの
を検討し、組み合わせて実施

※1 大気を温める特性をもった気体の総称。その中でも二酸化炭素（CO2）が大半を占めるため、地球温暖化対策ではCO2削減に関するものが多い。

●カーボンニュートラルの取組を自社の戦略や経営計画に位置づけることで、

他社との差別化や自社のPRにつながります。

●金融機関においても、事業者のカーボンニュートラルの取組を後押しする動きが進んでいます。

～事業者のみなさまへ～ カーボンニュートラル達成に向けた取組ステップ

運用改善設備導入

空調機フィルター
のコイル等の清
掃、
機械の運転時間
短縮等

LED照明、高効
率パッケージエアコ
ン、コンプレッサー
等の導入

再エネ

①自家発電・自家消費

②小売電気事業との契約
(再エネ電気メニュー)

環境価値の購入

・Jクレジット制度
・非化石証書

燃料転換・電化

例）
・重油ボイラーを都市ガスボイラーへ転換
・ガソリン車をハイブリッド車や電気自動車へ転換

高効率機器の導入や運用改善
でエネルギー消費量を削減

太陽光発電機器の導入・利用
や再生可能エネルギー由来の
電力の購入

温室効果ガスの排出量ができる
だけ少ないエネルギーに転換

温室効果ガスの排出量を排出
しないという価値そのものを購入
し自社の削減量としてカウント

O
I
L

G
A
S

STEP③

資金調達に対する優遇
競争力強化

知名度や認知度向上

人材獲得力の強化

再エ
ネ

省エネ

燃料転換・
電化

環境価値
の購入

STEP⓪

STEP②

※2 1単位あたりの活動量から排出されるCO₂の量を求める係数。

CO2削減の取組を進めることで、ランニングコストの削減に繋が
る可能性も！

カーボンニュートラル

とは何かを知ろう！

自社のCO₂排出量を

計算してみよう！

CO₂排出量の削減に

努めよう！

自社のカーボンニュートラルへ！

自社技術を活用した
新事業への展開

●Step①で得られた自社のCO2排出状況を元に、どの部分にCO2削減の余地があるか

を検討し、CO2削減効果の大きいものや、取り組みやすいことから優先的に実施します。

Point
！

Point
！

Point
！

Point
！

Point
！

Point
！

省エネ

※3 投資家や金融機関が環境などの要素を考慮して行う投融資のこと。
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（出所）経済産業省 中小企業のカーボンニュートラル支援策を一部改編

何から始めたらいいかわからない
どこに相談にいけばいいかわからない

既存設備でCNに取り組みたい

設備の入れ替えや新設増設をしたい

業態転換したい

中小機構のCNオンライン相談窓口

省エネお助け隊

省エネ最適化診断

IT導入補助金

省エネ最適化診断

省エネお助け隊

ものづくり補助金

省エネ補助金

省エネルギー設備投資に係る
利子補給金

CEV補助金

CN投資促進税制

J－クレジット

事業再構築補助金

自動車部品サプライヤー支援事業

省エネ等について相談したい

CO₂排出量を把握したい

生産設備、工作機械等を導入したい

設備やソフトウェア等を導入したい

専門家等に相談したい
（※自動車部品製造関連）

省エネ性能の高い設備へ更新したい

設備の新設増設の際に利子補給を受けたい

EV等を導入したい

税制優遇を受けたい

省エネや排出量削減で収益を得たい

※PDF上で各施策をクリックすると
該当リンク先に案内します

経産省施策 ▶ 施策フローチャート
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http://www.cev-pc.or.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cnpoint.pdf
https://japancredit.go.jp/data/pdf/credit_001.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


経済産業省のカーボンニュートラル関連施策について、「取組内容
（省エネ診断や設備導入）」、「支援対象者」、「公募時期」などの
情報をわかりやすく掲載しています。

カーボンニュートラル（省エネ、再エネ導入等）に取り組む際のヒント
を、中小企業等の方々に広く知っていただくことを目的に、企業・団
体の取組事例を作成しました。
様々な業種において、「取組に至った背景」「実施内容」「取組の結
果」等を紹介しています。

https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/guide/guide.html

https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/cn_jirei/index.html

カーボンニュートラル入門リーフレット関西企業等の取組事例

カーボンニュートラル関連・施策マップ

https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/cn/pr.html

カーボンニュートラルに資する取組イメージを分かりやすく伝える広報
ツールとしてリーフレットを作成しました。
事業者の方向けに、カーボンニュートラル達成に向けた取組をステップ
に分けてご紹介しています。自社でカーボンニュートラルに向けた取組
を進める一歩となれば幸いです。

省エネ相談窓口
https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/save_ene/syouene.html#10

省エネルギーの取組は、企業の経営コストの削減にもつながります。ぜひ、お気
軽にご相談ください！
ご相談は、原則、窓口面談（リアル）、事前予約制です。

◆ お問合せ先
近畿経済産業局 資源エネルギー環境課
TEL：06-6966-6041

◆ お問合せ先
近畿経済産業局 資源エネルギー環境課
TEL：06-6966-6041

◆ お問合せ先
近畿経済産業局 新エネルギー推進室
TEL：06-6966-6055

◆予約電話番号：06-6966-6051
（平日9:00～17:00（12:00-13:00除く））

担当：近畿経済産業局 エネルギー対策課

(参考) 企業のカーボンニュートラル促進に向けた取組 【近畿経済産業局】
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⚫ 事業者のカーボンニュートラル支援を行う自治体、産業支援機関、地域金融機関等の担
当者を対象とした人材育成及び連携強化を目的とした「近畿カーボンニュートラル支援
ネットワーキング」を開催予定。

⚫ 近畿経済産業局と近畿地方環境事務所が連携した取組の1つ。

カーボンニュートラルに向けた事業者支援の輪の強化

中小企業の脱炭素化支援に関心のある

産業支援機関、地域金融機関、地方自治体等の担当者の方！

こんな方は

ぜひ！

申し込みは
こちら！

（令和5年2月28日まで）

「近畿カーボンニュートラル支援ネットワーキング」

■日時：令和５年３月６日（月）13：30～17：00

■会場：ＡＰ大阪茶屋町 8階会議室 H＋I＋J
（大阪市北区茶屋町1-27）

■参加費：無料

■プログラム：

・開会

・情報提供（近畿地方環境事務所・近畿経済産業局）

・カードゲーム体験 (株式会社プロジェクトデザイン)

・振り返り

・閉会

24



目 次

１．カーボンニュートラルに向けた日本の方針

２．カーボンニュートラルと企業経営

３．カーボンニュートラルに向けた事業者支援の重要性

４．参考資料（中小企業が活用できる支援策）
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中小企業基盤整備機構では、中小企業・小規模事業者を対象に、カーボンニュートラル・脱炭素に関する相談について、
専門家によるweb相談を実施。

https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/sdgs/favgos000001to2v.html 26

中小機構のカーボンニュートラル・オンライン相談窓口

https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/sdgs/favgos000001to2v.html
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省エネ最適化診断



「省エネお助け隊」は、「地域プラットフォーム構築事業」で採択された地域密着型の省エネ支援団体。
中小企業等の省エネ取組に対して現状把握から改善まできめ細やかなサポートを全国各地域で実施。

https://www.shoene-portal.jp/

工場プラン
(製造業300kl以

上)
25,520円（税

込）

支援対象設
（例）

空調(5～10台)、コンプレッサ(3台)、生産設備(1台)

支援内容
（例）

•計測による省エネ量の見える化／稼働台数の適正化支援
•全体プロセスを考慮した台数制御支援
•設備の更新計画の策定支援／エネルギー転換・ダウンサイジングに
よる負荷率変更働台数の適正化支援
•職員、専門家による報告会

ビル・店舗プラン
(製造業以外)

13,200円（税
込）

支援対象設
（例）

空調(3～5台 )、照明(5～10台)、EMS活用支援

支援内容
（例）

•設備の更新計画の策定支援／デマンド監視制御装置の活 用支
援
•職員、専門家による報告会

＜令和４年度省エネ支援メニュー例＞

※個別でプランを作成することもできます。

省エネお助け隊
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事業区分 A 先進技術 B オーダーメイド型事業 C 指定設備導入事業 D エネマネ事業

事業概要

資源エネルギー庁に設置された
「先進的な省エネ技術等に係
る技術評価委員会」において
決定した審査項目に則り、SII
が設置した外部審査委員会で
審査・採択した先進設備・シス
テムを導入する事業

機械設計が伴う設備又は事業
者の使用目的や用途に合わせ
て設計・製造する設備等
（オーダーメイド型設備）を導
入する事業

SIIが予め定めたエネルギー消
費効率等の基準を満たし、SII
が補助対象対象設備として登
録及び公表した指定設備を導
入する事業

SIIに登録されたエネマネ事業
者と「エネルギー管理支援サー
ビス」契約し、SIIに登録された
EMSを用いて、より効果的に省
エネルギー化を図る事業

省エネルギー
効果の要件

申請単位において、原油換算量
ベースで以下いずれかの要件を満た
す事業
①省エネ率：30%以上
②省エネ量：1000kL
③エネルギー消費原単位改善
率：15%以上
※複数の対象設備を組み合わせて
申請する場合、各設備の省エネ効果
の合算値で上記要件を満たすこと

申請単位において、原油換算量
ベースで以下いずれかの要件を満た
す事業
①省エネ率：10%以上
②省エネ量：700kL
③エネルギー消費原単位改善
率：7%以上
※複数の対象設備を組み合わせて
申請する場合、各設備の省エネ効果
の合算値で上記要件を満たすこと

SIIが予め定めたエネルギー消費
効率等の基準を満たす設備を導
入すること

申請単位で、「EMSの制御効果と
省エネ診断等による運用改善効
果」により原油換算量ベースで省
エネルギー率2％以上を満たす事
業

補助対象
経費

設備費 設備費 設備費 設計費、設備費、工事費

補助率

中小
企業等 定額 定額 設備種別・性能（能力

毎）に設定する定額の補
助

１/２以内

大企業
等 ３/４以内 ３/４以内 １/３以内

補助金
限度額

上限額：15億円/年度
下限額：100万円/年度
※複数年度事業の１事業あたりの上限
額は、30億円

上限額：15億円/年度
下限額：100万円/年度
※複数年度事業の１事業あたりの上限
額は、20億円（連携事業は30億円）

上限額：1億円/年度
下限額：30万円/年度
※複数年度事業は認められない

上限額：1億円/年度
下限額：100万円/年度
※複数年度事業の１事業あたりの上限
額は、1億円

※投資回収年数7年未満の事業は
1/3以内

※投資回収年数7年未満
の事業は1/4以内

⚫ 工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を支援。

省エネ補助金 【先進的省エネルギー投資促進支援】
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省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金



ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
（ものづくり補助金「グリーン枠」）

温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・
サービスの開発や炭素生産性向上を伴う生産プロセ
ス・サービス提供方法の改善等を行う事業者を支援。

１．グリーン枠の対象となる事業者
次の要件を全て満たす３～５年の事業計画を策定している
こと。
①事業者全体の付加価値額を年率平均３％以上増加すること。
②給与支給総額 を 年率平均1.5％以上増加すること。
③事業場内最低賃金 (事業場内で最も低い賃金)を地域別最低
賃金＋30円以上 の水準にすること。

④３～５年の事業計画期間内に、事業場単位での炭素生産性
を年率平均1％以上増加すること。

⑤これまでに自社で実施してきた温室効果ガス排出削減の取
組の有無（有る場合はその具体的な取組内容）を示すこと。

２．補助上限等

従業員規模 補助上限金額 補助率

5人以下 1,000万円以内

2/36人～20人 1,500万円以内

21人以上 2,000万円以内

取組イメージ

製紙業界の目標にも掲げられている
輸送効率が高い軽量紙・軽量段ボールを
開発し、貨物輸送で生じるCO2の削減に
貢献するための設備投資を行う。

冷蔵ショーケースをスマートシェルフ化する
設備投資を行い、
・冷蔵温度の自動最適化によってCO2削減
・在庫管理の効率化によって労働生産性改善
を実現する。

※単にソーラーパネルなどを導入して売電を行うような事業や、既存設備の更新・改
修は補助対象にはなりません。 31

ものづくり補助金（グリーン枠）【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業】



中小企業等事業再構築促進事業
（事業再構築補助金「グリーン成長枠」）

グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を
目指す事業者を支援。

１．グリーン枠の対象となる事業者
次の要件を全て満たす3～5年の事業計画を策定している

こと。
①事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支
援機関と策定すること

②補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均
5.0%以上増加又は 従業員一人当たり付加価値額の
年率平均5.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策
定すること

③グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課
題の解決に資する取組として記載があるものに該当し、
2年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合
以上に対する人材育成をあわせて行うこと

２．補助上限等

取組イメージ

補助上限金額 補助率

中小企業 100万円～1億円 1/2

中堅企業 100万円～1.5億円 1/3

自動車整備工場において、電気自動車に
対応するため、電気系統設備の整備機械
を導入するとともに、専門家を招いて
OJTを行うことで、整備士のスキルアッ
プを実施していく。

航空機分野において、機体・エンジンの
効率化が求められていることを踏まえ、
新たに航空機エンジン部品として高温に
耐えうる部材を開発するために、機械設
備を導入して技術開発を実施していく。

※売上高減少要件は課さない

※単にソーラーパネル等を導入して売電を行うような事業や、
既存設備の更新・改修は補助対象になりません。 32

事業再構築補助金（グリーン成長枠）【中小企業等事業再構築促進事業】



対象

○温室効果ガス削減効果が大きく、新たな需要の拡大に寄
与することが見込まれる製品の生産に専ら使用される設備
※対象設備は、機械装置。

○事業所等の炭素生産性（付加価値額／エネルギー起源CO2
排出量）を相当程度向上させる計画に必要となる設備（※）
※対象設備は、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物。導入に
より事業所の炭素生産性が１％以上向上。

②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上
を両立する設備導入

①大きな脱炭素化効果を持つ製品
の生産設備導入

制度概要 【適用期限：令和５年度末まで】

＜計画イメージ＞

【外部電力からの調達】

新規導入

【エネルギー管理設備】

一部再エネへ切替え

【生産工程】

生産ライン①
生産設備

生産ライン②
生産設備

生産ライン③
生産設備刷新

＜炭素生産性の相当程度の向上と措置内容＞
３年以内に10％以上向上：税額控除10％又は特別償却50％

３年以内に ７％以上向上：税額控除 ５％又は特別償却50％

⚫ 2050年カーボンニュートラルの実現には、民間企業による脱炭素化投資の加速が不可欠。

⚫ このため、産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。計画認定制度に基づき、①大きな脱炭素化
効果を持つ製品の生産設備、②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して、
最大10％の税額控除又は50％の特別償却を新たに措置※する。

※措置対象となる投資額は、500億円まで。控除税額は、後述のDX投資促進税制と合計で法人税額の20%まで。

【対象製品】
✓ 化合物パワー半導体素子又は当該素子の製造に用いられる半導体基板
✓ 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車用リチウムイオン蓄電池
✓ 定置用リチウムイオン蓄電池（充放電サイクル7,300回以上を満たすもの）
✓ 燃料電池（発電効率50％以上、総合効率97％以上、純水素を燃料とす
ること、のいずれかを満たすもの）

✓ 洋上風力発電設備（１基当たり定格出力９MW以上を満たすもの）の主
要専用部品（ナセル、発電機、増速機、軸受、タワー、基礎）

燃料電池化合物パワー半導体

＜措置内容＞

税額控除10％又は特別償却50％
33

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制



ご静聴ありがとうございました。
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